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第
一
章

福
祉
・
厚
生

年
金
が
導
入
さ
れ
、
す
べ
て
の
国
民
に
共
通
の
給
付
を
行
う
こ
と

と
な
り
、
老
後
の
所
得
保
障
に
か
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
美

川
村
の
国
民
年
金
受
給
状
況
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
節

国
民
年
金
制
度

一
拠
出
制
国
民
年
金
制
度

国
民
年
金
制
度
は
、
我
が
国
の
公
的
年
金
制
度
の
適
用
除
外
と

さ
れ
て
い
た
、
農
林
漁
業
等
に
従
事
す
る
自
営
業
者
等
の
老
齢
、

廃
疾
、
死
亡
に
よ
る
生
活
の
安
定
が
損
わ
れ
る
こ
と
を
、
国
民
の

連
帯
責
任
に
よ
っ
て
防
止
し
、
健
全
な
国
民
生
活
の
維
持
と
向
上

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
、
昭
和
三
四
年
四
月
一

六
日
、
法
律
第
一
四
一
号
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
我
が
国
は
、
急
激
な
人
口
の
高
齢
化
が
進
み
、
制
度

発
足
当
時
六
五
歳
以
上
の
人
の
占
め
る
割
合
が
、
村
で
八
・
七

パ
ー
セ
ン
ト
(
県
平
均
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
)
で
あ
っ
た
の
が
、
平

成
四
年
度
末
で
は
村
で
二
九
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

(
県
平
均
一
六
・

人
パ
ー
セ
ン
ト
)
と
、
三
人
に
一
人
は
年
金
受
給
者
と
い
う
状
況

に
な
っ
た
。

国
民
年
金
制
度
に
つ
い
て
も
、
幾
多
の
改
正
を
経
て
、
当
初
ア

メ
玉
年
金
と
い
わ
れ
た
年
金
給
付
も
、
昭
和
六
一
年
四
月
に
基
礎

国
民
年
金
制
度
に
は
、
日
本
に
住
所
が
あ
る
二
〇
歳
以
上
六
〇

歳
未
満
の
人
が
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
加
入
の
種
類
に

ょ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
被
保
険
者
に
分
か
れ
て
い
る
。

・
第
一
号
被
保
険
者

自
営
業
、
農
業
、
自
由
業
に
従
事
し
て
い
る
人
及
び
大
学
生
、

専
門
学
校
生
で
二
〇
歳
以
上
六
〇
歳
未
満
の
人

・
第
二
号
被
保
険
者

厚
生
年
金
保
険
(
船
員
を
含
む
)

や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い

る
人

・
第
三
号
被
保
険
者

厚
生
年
金
保
険
(
船
員
を
含
む
)

や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い

る
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
で
、
二
〇
歳
以
上
六
〇
歳
未
満

の
人

・
任
意
加
入
被
保
険
者

老
齢
(
退
職
)
年
金
を
受
け
て
い
る
六
〇
歳
未
満
の
大

日
本
に
住
所
が
あ
る
六
〇
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
人
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(件数 人・金額 千円)

年 金 (旧 法) 

短 期 

障 害 母 子 準母子 寡 婦 遺 児 短期計 旧法計 拠出年金言 

件 額 件数 額 件数 額 件数 

29 
- 

8 
- 

0 0 9 
ー 

0 0 46 6,55 675 209,236 675 209,236 

30 
- 

8 
ー 

0 0 8 
ー 

0 0 46 7,56 695 221,灘 695 221,396 

31 
ー 

6 
ー 

0 0 7 
ー 

0 0 44 7,352 72 237,502 726 237,502 

31 
- 

5 
- 

0 0 9 
- 

0 0 45 9,45 745 253,638 788 282,973 

30 
- 

5 
ー 

0 0 9 
- 

0 0 44 9,63 73 256,097 811 297,417 

27 19,47 5 4,640 0 0 10 3,832 0 0 42 7,94 70 248,207 797 296,516 

23 17,482 4 4,008 0 0 8 3,303 0 0 35 4,79 69 256,535 816 322,017 

22 17,032 3 3,222 0 0 10 4,264 0 0 35 4,51 695 267,050 845 三脚979 

19 15,26 3 3,253 0 0 10 4,394 0 0 32 2,915 66 265,165 865 373,175 

19 15,95 3 3,291 0 0 10 4,589 0 0 32 3,83 64 267,332 889 402,櫛 

海
外
に
住
ん
で
い
る
二
〇
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
日
本
人

以
上
四
種
類
の
被
保
険
者
の
う
ち
、
直
接
保
険
料
を
納
め
る
人

は
、
第
一
号
及
び
任
意
加
入
の
被
保
険
者
で
あ
り
、
第
二
号
及
び

第
三
号
被
保
険
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
し
て
い
る
制
度
か
ら
一
括

拠
出
さ
れ
、
直
接
個
人
で
納
め
る
必
要
は
な
い
。

ま
た
、
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
失
業
、
病
気
癒
養
中

等
で
、
所
得
の
低
い
人
も
対
象
者
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
経
済
的

に
保
険
料
納
付
が
困
難
な
人
は
申
請
し
て
、
都
道
府
県
知
事
の
承

認
が
得
ら
れ
れ
ば
保
険
料
免
除
と
な
る
制
度
も
あ
る
。

美
川
村
の
国
民
年
金
加
入
者
は
、
人
口
の
流
出
等
に
よ
り
、

年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
、
第
一
号
被
保
険
者
五
八
一
人
、
第
三
号

被
保
険
者
一
五
一
人
、
任
意
加
入
者
四
人
(
平
成
六
年
一
月
一
日
現

在
)
と
な
っ
て
い
る
。

給
付
に
つ
い
て
は
、
老
齢
、
障
害
、
死
亡
と
い
っ
た
事
故
に
際

し
て
、
す
べ
て
の
国
民
に
共
通
す
る
基
礎
的
な
年
金
給
付
と
し
て

「
基
礎
年
金
」

の
支
給
を
行
う
。

基
礎
年
金
に
は
、
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基

礎
年
金
の
三
種
類
が
あ
る
。

老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
は
、
二
五
年
以
上
保
険
料
納
付
、
あ

る
い
は
、
免
除
期
間
の
あ
る
人
が
、
六
五
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
の
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国民年金給付状況(拠出年金)

国 民 

基 礎 年 金(新 法) 長 期 

老 齢 障 害 遺 族 新法計 老 齢 5 年 通算老齢 長期計 

敷金 額件数蜂 額件数匡額 件数 金 額 牛 金 金 額 件数 

58 481 
ー 

109 
ー 

39 
ー 

629 182,686 

59 500 
ー 

105 
ー 

44 
ー 

649 193調6 

60 529 
ー 

105 
- 

48 
ー 

682 210,150 

61 9 2,773 34 
ー 

0 0 43 29調5 546 
一 

102 
- 

52 
ー 

700 224,179 

62 31 0,372 35 
ー 

6 
ー 

72 41,320 548 
- 

97 
ー 

50 
ー 

695 226,458 

63 52 8,059 34 26,65 7 3,595 93 鮪309 521 181,779 90 9調2 51 8,620 662 220,261 

元 74 7,394 36 29,79 13 8,298 123 65,鰯 521 193,721 82 8,鮎0 55 9,781 658 23l,742 

2 94 5,950 37 31,馳 19 12,130 150 79,929 523 203,972 74 6,070 63 2,490 60 242,532 

3 145 259 37 32,4 16 1l,285 198 108,010 506 205,鵬 68 (難 61 2,470 35 242,250 

4 191 4,123 38 紙69 11 7,614 40 135,搬 492 206,711 65 調l 60 2,404 17 243,496 

が
原
則
で
あ
る
が
、
繰
上
げ
を
希
望
す
れ
ば
、
減
額
さ
れ
た
年
金

が
六
〇
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
。

二
〇
歳
か
ら
六
〇
歳
ま
で
四
〇
年
間
納
付
し
た
人
は
、
六
五
歳

か
ら
七
三
万
七
三
〇
〇
円
(
平
成
五
年
度
年
金
額
)

の
年
金
が
支
給

さ
れ
る
。

ま
た
、
国
民
年
金
に
は
、
以
上
の
基
礎
年
金
の
ほ
か
、
第
一
号

被
保
険
者
へ
の
独
自
給
付
と
し
て
、
付
加
年
金
、
寡
婦
年
金
、
死

亡
一
時
金
、
特
別
一
時
金
が
あ
る
。

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
四
年
の
発
足
当
初
、
一
か
月
一

〇
〇
円
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
の
後
の
ス
ラ
イ
ド
制
の
導
入
に

よ
っ
て
、
昭
和
五
九
年
度
に
は
六
二
二
〇
円
、
平
成
五
年
度
に
は

一
万
五
〇
〇
円
と
な
っ
た
。

二

無
拠
出
制
国
民
年
金
制
度
(
福
祉
年
金
制
度
)

老
齢
福
祉
年
金
は
、
国
民
年
金
制
度
(
拠
出
制
)

が
発
足
し
た

昭
和
三
六
年
四
月
一
日
に
、
既
に
老
齢
に
あ
っ
た
者
に
支
給
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
財
源
は
全
額
国
庫
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
従
前
の
障
害
福
祉
年
金
及
び
母
子
(
準
母
子
)
福
祉
年

金
は
、
昭
和
六
一
年
四
月
一
日
以
降
、
障
害
基
礎
年
金
及
び
遺
族
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国民年金保険料の推移

(単位 円)

年 月 59.4 60.4 61.4 62.4 63.4 元.4 2.4 3.4 4.4 5.4 

金 額 
6,22可 6,74d 7,10叫 7,40中 7,70可 8,00可 8,40可 9,00句 9,70匂 10,50可 

基
礎
年
金
と
し
て
裁
定
替
え
と
な
っ
た
。

な
っ
た
と
き
。

0

受
給
要
件

老
齢
福
祉
年
金
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
。

田

明
治
四
四
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ

た
者
(
昭
和
三
六
年
四
月
一
日
に
お
い
て

五
〇
歳
を
超
え
る
者
)
が
七
〇
歳
に
な
っ

た
と
き
。
た
だ
し
、
昭
和
五
六
年
四
月
以

降
は
新
規
に
支
給
さ
れ
る
者
は
い
な
い
。

な
お
、
老
齢
福
祉
年
金
は
昭
和
三
四
年

一
一
月
一
日
か
ら
発
足
し
た
の
で
、
同
日

に
お
い
て
す
で
に
七
〇
歳
を
超
え
て
い
る

者
は
、
同
日
か
ら
老
齢
福
祉
年
金
が
支
給

さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

田

明
治
四
四
年
四
月
二
日
か
ら
大
正
五
年

四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、
保

険
料
納
付
済
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
り
、

か
つ
、
納
付
済
期
間
と
免
除
期
間
と
を
合

算
し
た
期
間
が
、
そ
の
者
の
生
年
月
日
に

応
じ
表
の
よ
う
に
、
四
年
一
か
月
か
ら
七

年
一
か
月
以
上
あ
る
者
が
、
七
〇
歳
に

で大 で大 自明 明 
の正 の正 ま治 治 
間三 間二 で四 四 
に年 に年 の十 十 
生四 生四 問五 五 
れ月 れ月 に年 年 
た二 たこ二 生四 四 
者日 者日 れ月 月 

か か た二 一 

ら ら 着日 日 

大 大 か 以 
正 正 ら 前 
五 に 

年 年 正 生 
四 四 れ 
月 月 年 た 
一 一 四 者 
日 日 月 

ま ま 
一 

七 六 五 四 
年 年 年 年 
一一一一一 一一一一一 一一一 一 

月 月 月 月 

以 以 以 以 
上 上 上 上 
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老
齢
福
祉
年
金
の
額
は
、
三
七
万
七
三
〇
〇
円
(
月
額
三
万
一

四
四
二
円

平
成
五
年
度
価
格
)

で
あ
る
。

な
お
、
美
川
村
で
の
福
祉
年
金
受
給
者
の
推
移
は
、
別
表
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

臼

支
給
制
限

老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
者
が
、
他
の
年
金
給
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
ほ
、
拠
出
年
金
と
同
様
に
、
次
の
よ
う
な
取
扱

い
が
な
さ
れ
る
。

小

旧
国
民
年
金
法
の
老
齢
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
は
、
老
齢
福

祉
年
金
は
支
給
さ
れ
な
い
。

㈲

旧
国
民
年
金
法
の
他
の
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
は
、
い
ず
れ

か
一
つ
の
年
金
を
選
択
。
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福祉年金受給者の推移

(単位 円)

区分 年度 

老 齢 福 祉 年金 障 害 福 祉 年 金 合 計 

人 数 金 額 人 数 金 額 人 数 金 額 

58 226 69,214,230 41 17,421,100 267 86,635,330 

59 208 60,528,305 37 16,863,200 245 77,391,505 

60 185 58,979,095 35 16,065,531 185 75,044,626 

61 160 53,635,298 

基 礎 年 金 へ 移 行 

160 53,635,298 

62 139 46,280,641 139 46,280,641 

63 120 40,172,898 120 40,172,898 

元 106 35,793,166 106 35,793,166 

2 92 32,221,830 92 32,221,830 

3 70 27,133,750 70 27,133,750 

4 60 22,009,585 60 22,009,585 

㈲

新
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
は
、
い
ず
れ

か
一
つ
の
年
金
を
選
択
。

し
か
し
な
が
ら
、
老
齢
福
祉
年
金
は
、
そ
の
費
用
が
全
額
国
庫

負
担
に
よ
っ
て
賄
お
れ
て
い
る
た
め
、
更
に
次
の
よ
う
な
特
別
な

支
給
制
限
が
行
わ
れ
る
。

他
の
公
的
年
金
受
給
に
よ
る
制
限

老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権

者
が
、
他
の
公
的
年
金
制
度
に
よ
る
年
金
給
付
を
う
げ
ろ
こ
と
が

で
き
る
と
き
は
、
そ
の
間
、
福
祉
年
金
は
支
給
停
止
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
他
の
公
的
年
金
制
度
の
給
付
の
額
が
、
政
令
で
定
め

る
額
(
六
六
万
四
〇
〇
〇
円
)
に
満
た
な
い
場
合
は
、
老
齢
福
祉
年

金
の
額
を
限
度
と
し
て
、
六
六
万
四
〇
〇
〇
円
と
公
的
年
金
給
付

の
額
と
の
差
額
が
支
給
さ
れ
る
。

他
の
公
的
年
金
制
度
と
は
、
恩
給
法
や
厚
生
年
金
保
険
法
、
各

共
済
組
合
法
等
で
あ
り
、
老
齢
福
祉
年
金
の
支
給
制
限
に
は
、
こ

れ
ら
の
ほ
か
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
、
国
家
公
務
員
災
害
補

償
法
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
等
が
含
ま
れ
る
。

他
の
公
的
年
金
給
付
が
、
恩
給
法
に
よ
る
増
加
恩
給
や
公
務
扶

助
料
等
、
戦
争
公
務
に
起
因
し
て
支
給
さ
れ
る
年
金
で
、
大
尉
以

下
の
旧
軍
人
や
そ
の
遺
族
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
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戦
争
公
務
と
い
う
特
殊
事
情
を
考
慮
し
て
、
老
齢
福
祉
年
金
の
支

給
制
限
は
行
わ
れ
ず
、
全
額
併
給
さ
れ
る
。

所
得
に
よ
る
制
限

老
齢
福
祉
年
金
は
、
受
給
権
者
本
人
や
配

偶
者
、
又
は
、
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
が
、
扶
養
親
族
等
の

数
に
応
じ
て
一
定
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
年
の
人
月
分
か

ら
翌
年
の
七
月
ま
で
の
一
年
間
支
給
停
止
さ
れ
る
。

平
成
五
年
度
に
お
け
る
限
度
額
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
節

社
会
福
祉
事
業

一

民
生
児
童
委
員

300

住
民
の
生
活
を
と
り
ま
く
環
境
は
、
急
激
な
高
齢
化
、
住
民
意

識
の
多
様
化
、
家
族
形
態
の
変
化
等
に
よ
り
、
大
き
く
変
容
し
て

(
球
高

田
)

嶋
鶏
帥
骨
組
(
干
草
認
識
)

e
潮
鞘
堂
溺
霜
浦
斌
別
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第5編 福祉・厚生・保健衛生

お
り
、
社
会
福
祉
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
て
い
る
。

民
生
児
童
委
員
は
、
社
会
奉
仕
の
精
神
を
も
っ
て
自
主
的
に
社

会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
し
て
お
り
、
そ
の
職
務
は
、
低
所
得
者
の

自
主
更
生
の
援
護
、
高
齢
者
・
児
童
・
母
子
寡
婦
・
身
体
障
害

者
・
精
神
薄
弱
者
等
の
福
祉
向
上
及
び
公
的
社
会
福
祉
施
策
へ
の

協
力
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
り
尽
力
し
て
い
る
。

現
在
の
民
生
児
童
委
員
は
、
平
成
四
年
二
一
月
一
日
に
一
斉
改

選
さ
れ
、
本
村
で
は
一
五
人
中
五
人
が
交
代
し
た
。

こ
の
改
選
期
に
は
、
定
数
基
準
に
よ
っ
て
減
員
す
べ
き
と
こ

ろ
、
従
来
ど
お
り
変
更
は
な
く
、
一
五
人
に
厚
生
大
臣
よ
り
委
嘱

が
あ
っ
た
。

平
成
六
年
一
月
よ
り
主
任
児
童
委
員
制
度
が
開
始
に
な
っ
て
、

こ
れ
を
専
門
的
に
担
当
す
る
民
生
児
童
委
員
が
、
一
人
増
員
さ
れ

た
。民

生
児
童
委
員
の
氏
名
及
び
期
間
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ

る
。

民
生
委
員
総
務
・
副
総
務

民
生
児
童
委
員

山坂高正正松大片安坂長小菅福村

上井甲椋岡本宅岡南浦岡同橋本村

慶国 卜 嘉鹿 照幸治
シ

子敏子衛敏雄清英鬼正夫

中
久
保

高楼中上天

橋木倉岡野

英
一

子

良

廣

志

小
夜
子登

田
園
日
音
量

辰

子

恵
美
子

サ
ヮ
ヱ恵

六 六五 五 六 六 六六五五四
六元一四元一八四八四元一元四一四一〇五五九

ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

二二二二二二二二二二二二二二二二二四二二二

(ら ち ̃ ) ̃ ) ̃ ̃ ̃ 〈 ̃ ̃ 〈 ̃ ̃ ら く ら く ̃

現現現現四現現現四現四現現現四現四現現現現

在在在在一在在在一在一在在在一在一在在在在
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二

生
活
保
護

近
年
の
社
会
情
勢
に
よ
り
、
生
活
保
護
の
動
向
を
み
る
と
、
保

護
世
帯
、
保
護
人
員
、
保
護
率
と
も
に
横
ば
い
状
態
に
あ
る
も
の

の
、
急
速
な
高
齢
化
・
核
家
族
化
の
進
行
等
に
よ
っ
て
、
高
齢
者

傷
病
者
・
障
害
者
世
帯
に
対
す
る
要
援
護
世
帯
の
割
合
が
、
年
々

増
加
し
て
い
る
。

保
護
適
用
状
況
の
推
移

302

上浮穴郡町村別保護状況(平成6年4月)

町村名 久万町 小田町 美川村 柳谷村 面河村 計 

保護世帯 26 15 15 9 12 77 

保護人員 42 16 16 10 18 102 

保護率 (千分比) 

5.57 3.76 6.12 6.38 16.00 5.96 

五 四 元 

_」」 _-し__ _-し_● ○○し_ 

年 度 

ノヽ /ヽ ノヽ ハ 
○ 

保 護 世 帯 

八九 七 ノ\ 九 五 う 

四 五 

保 護 人 員 

九九 九 五 九 七 九 九 六 

保 ( 

七六六八九 ●● ● ● ● ● ● 五 ● 六 ● 

千護 分 比 〇七七四 六 九四 九 
七五四九〇 )率 

三

児
童
福
祉

昭
和
二
二
年
一
二
月
児
童
福
祉
法
の
制
定
に
よ
り
、
児
童
の
基

本
的
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
学
校
教
育
、
家
庭
教
育
、
地
域
社
会
が

一
体
と
な
っ
て
、
健
や
か
な
児
童
を
育
成
す
る
た
め
、
児
童
福
祉

の
向
上
に
努
め
て
い
る
。
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若
年
期
人
口
の
減
少
、
少
子
家
族
や
婦
人
の
社
会
進
出
に
よ

り
、
子
供
た
ち
の
遊
び
方
、
仲
間
づ
き
あ
い
等
、
子
供
の
生
活
環

境
が
著
し
く
変
化
し
て
い
る
。

児
童
遊
園
地
は
、
別
表
に
示
す
村
内
四
か
所
に
設
置
さ
れ
て
い

る
が
、
児
童
の
減
少
に
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。

有
枝
遊
園
地
は
、
子
供
の
利
用
も
な
く
、
施
設
が
老
朽
化
し
廃

止
さ
れ
た
。

児
童
遊
園
地

四 四 四 四 年設 
六 五 一 度置 

鷹園大地上地東 

名 称 

森地谷 黒 古 
児 ち 岩 味 
二王合 里 

び 児 児 
遊 つ 

二重土 星 童 
園 1>- \.●._ 遊 遊 
地 遊 園 園 

美 美 美 美 

位 置 

川 川 川 川 

村 村 村 村 
七 日 上 東 
鳥 野 黒 川 
( 浦 岩 ( 
西 ( ′‾\ 河 
古 大 御 崎 
味 谷 神 
ヽヽ-_′ 

元 戸 社 
公 神 境 
会 社 内 

堂 境 
ヽヽ_-′ 

跡 内 
ヽヽ一 -_ノ 

公
的
助
産
施
設
は
、
一
般
病
院
で
の
分
娩
が
主
流
と
な
り
、
村

母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
は
現
在
休
止
し
て
い
る
。

各
機
関
団
体
代
表
者
な
ど
で
構
成
し
て
い
る
、
青
少
年
問
題
協

議
会
や
民
生
児
童
委
員
協
議
会
が
、
合
同
会
議
を
ひ
ら
き
、
推
進

方
策
を
検
討
す
る
な
ど
、
児
童
の
非
行
防
止
や
健
全
育
成
に
努
め

て
い
る
。

主
任
児
童
委
員
制
度

近
年
の
出
生
率
の
継
続
的
な
低
下
に
伴

い
「
健
や
か
に
子
供
を
生
み
育
て
る
環
境
づ
く
り
」
が
、
社
会
全

体
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

地
域
に
お
い
て
、
児
童
・
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
、
援

助
活
動
を
行
う
た
め
、
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
専
門
的
に
担

当
す
る
、
主
任
児
童
委
員
高
橋
恵
(
厚
生
大
臣
よ
り
委
嘱
)
を
平

成
六
年
一
月
よ
り
新
た
に
設
置
し
、
従
来
の
区
域
を
担
当
す
る
児

童
委
員
と
一
体
と
な
っ
た
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

児
童
手
当

児
童
手
当
は
、
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
、

手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
に
お
け
る
生
活
の
安
定

と
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
、
資
質
の
向
上
を

目
的
と
し
て
い
る
。

平
成
四
年
一
月
か
ら
の
制
度
改
正
に
よ
り
、
支
給
対
象
者
と
な

る
児
童
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置
が
あ
り
、
平
成
六
年
一

月
か
ら
は
、
三
歳
の
誕
生
日
の
属
す
る
月
分
ま
で
支
給
さ
れ
る
。

児
童
手
当
の
月
額
は
、
第
一
千
・
第
二
子
は
各
五
〇
〇
〇
円
、

第
三
子
以
降
は
一
万
円
を
支
給
さ
れ
る
。

所
得
制
限
に
よ
り
、
児
童
手
当
を
受
け
ら
れ
な
い
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
に
つ
い
て
は
、
そ
の
人
の
前
年
の
所
得
が
一
定
額
未
満
の
場
合
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に
限
っ
て
、
特
例
給
付
(
児
童
手
当
と
同
額
)
が
あ
る
。

四

母
子
福
祉

昭
和
三
六
年
に
、
村
母
子
寡
婦
福
祉
会
が
結
成
さ
れ
、
会
員
も

多
く
、
活
発
な
活
動
が
な
さ
れ
て
い
た
。

平
成
六
年
四
月
の
会
員
数
は
、
三
〇
人
と
な
り
、
寡
婦
の
方
が

会
の
運
営
を
支
え
て
い
る
。

母
子
家
庭
は
、
一
四
世
帯
と
な
っ
て
お
り
、
育
児
や
職
場
へ
の

就
労
の
た
め
、
活
動
す
る
余
裕
が
な
い
よ
う
で
、
若
年
母
子
部
の

加
入
者
は
若
干
名
で
あ
る
。

母
子
父
子
家
庭
及
び
寡
婦
家
庭
に
お
け
る
、
父
母
の
一
時
的
な

疾
病
に
よ
り
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
場
合
は
、
介

護
人
を
派
遣
し
て
、
必
要
な
介
護
を
行
う
。

県
介
護
人
派
遣
事
業
に
、
若
年
母
子
の
母
八
人
、
寡
婦
一
九
人

が
登
録
申
請
し
て
、
病
気
の
と
き
利
用
し
て
い
る
。
本
会
の
現
会

長
は
、
坂
口
多
嘉
子
と
な
っ
て
い
る
。

村
と
し
て
は
、
本
会
の
育
成
の
た
め
、
年
額
一
〇
万
円
を
助
成

し
て
い
る
。
(
数
字
は
い
ず
れ
も
平
成
六
年
四
月
一
日
現
在
)

五

高
齢
者
福
祉

304

高
齢
化
社
会
が
進
行
す
る
中
で
、
平
成
六
年
四
月
一
日
現
在
、

六
五
歳
以
上
の
人
口
は
、
八
八
六
人
で
、
総
人
口
に
占
め
る
割
合

は
三
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
・
県
の
高
齢

化
率
を
は
る
か
に
上
ま
わ
り
、
本
村
で
は
高
齢
化
が
更
に
進
む
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。

介
護
の
必
要
度
が
高
く
な
る
、
七
五
歳
以
上
の
後
期
高
齢
人
口

が
増
加
し
、
寝
た
き
り
老
人
や
痴
呆
性
老
人
、
独
居
老
人
、
高
齢

者
夫
婦
等
、
身
体
に
障
害
を
持
つ
、
要
援
護
老
人
の
増
加
は
避
け

ら
れ
な
い
。

ま
た
、
核
家
族
化
、
世
帯
規
模
の
縮
小
、
扶
養
意
識
の
変
化
な

ど
、
家
庭
で
の
介
護
機
能
も
低
下
し
て
お
り
、
自
助
、
互
助
、
公

助
の
調
和
の
と
れ
た
福
祉
活
動
を
推
進
し
、
地
域
福
祉
・
在
宅
福

祉
の
充
実
に
努
め
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
迎
え
る
超
高
齢
化
社
会
に
向
け
て
、
保
健
・
医
療
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的
一
体
的
に
提
供
し
、
施
設
の
整
備
及
び
推

進
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
平
成
五
年
度
に
「
美
川
村
老
人
保
健

福
祉
計
画
書
」
を
策
定
し
た
。
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施
設
サ
ー
ビ
ス

上
浮
穴
地
区
に
設
置
さ
れ
て
い
る
老
人
ホ
ー

ム
は
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム

「
さ
さ
ゆ
り
荘
」

(
久
万
町

定
員
五
〇

人
)
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

「
久
万
の
里
」

(
久
万
町

定
員
五

〇
人
)
、
「
緑
風
荘
」

(
小
田
町

定
員
三
〇
人
)
と
な
っ
て
い
る
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
小
規
模
村
で
は

運
営
面
、
財
政
面
か
ら
困
難
で
あ
り
、
松
山
広
域
市
町
村
圏
単
位

で
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
の
高
齢
化
の
進
展
、
核
家
族
化
や

寝たきり老人の介護教室

家
庭
で
の
介
護
能
力
の
低
下
等
に
よ
り
入
所
希
望
者
が
増
加
し
、

郡
内
の
施
設
だ
け
で
は
対
応
で
き
ず
、
郡
外
の
施
設
に
入
所
依
頼

を
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

平
成
六
年
四
月
現
在
の
本
村
老
人
ホ
ー
ム
入
所
者
は
、
養
護
老

人
ホ
ー
ム
九
人
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
一
二
人
で
あ
る
。

郡
内
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
施
設
は
「
久
万
の
里
」

(
定
員

二

〇
人
)
、
「
緑
風
荘
」

(
定
員

五
人
)
が
あ
り
、
寝
た
き
り
痴
呆
性

老
人
等
、
十
分
利
用
が
確
保
で
き
て
い
る
。

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
は
、
在
宅
の
虚
弱
老
人
及
び
寝

た
き
り
老
人
等
に
対
し
「
久
万
の
里
」
を
利
用
し
て
、
各
種
サ
ー

ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。

緊
急
通
報
電
話
を
架
設

本
村
に
は
、
約
二
五
人
の
独
居
老

人
が
お
り
、
高
齢
者
福
祉
の
充
実
を
は
か
る
た
め
、
県
の
「
独
居

老
人
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
モ
デ
ル
事
業
」

の
指
定
を
受
け
、
昭
和

六
三
年
一
二
月
に
緊
急
通
報
用
の
電
話
を
架
設
開
始
し
た
。

虚
弱
な
独
居
老
人
が
、
家
庭
内
で
発
病
や
事
故
等
の
突
発
的
な

事
態
に
陥
っ
た
時
に
、
緊
急
事
態
の
発
生
を
簡
単
な
操
作
で
、
外

部
へ
通
報
す
る
も
の
で
、
老
人
の
精
神
的
な
安
定
と
、
身
体
の
安

全
を
は
か
る
た
め
の
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

六
五
歳
以
上
の
虚
弱
な
独
居
老
人
一
〇
世
帯
を
対
象
と
し
て
、
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通
報
用
の
電
話
機
器
を
架
設
貸
与
し
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
独
居
老
人
で
、
緊
急
度
の
高
い
高
齢
者
に
つ
い
て

は
、
ホ
ー
ム
サ
イ
レ
ン
を
設
置
し
て
い
る
。

在
宅
寝
た
き
り
等
介
護
手
当
支
給
事
業

在
宅
に
お
い
て
、
寝

た
き
り
老
人
等
を
常
時
介
護
し
て
い
る
者
に
、
平
成
三
年
一
〇
月

よ
り
村
単
独
事
業
で
、
介
護
手
当
月
額
五
〇
〇
〇
円
を
支
給
し
、

介
護
者
へ
の
精
神
的
及
び
経
済
的
な
援
助
を
行
い
、
在
宅
福
祉
の

村長の独居老人訪問と緊急電話

向
上
を
は
か
っ
て
い
る
。

「
寝
た
き
り
老
人
等
」
と
は
、
日
常
生
活
動
作
(
歩
行
、
排
泄
、

食
事
、
入
浴
、
着
脱
衣
)

の
う
ち
、
全
介
助
が
一
項
目
以
上
及
び
一

部
介
助
が
二
項
日
以
上
あ
る
状
態
が
、
居
宅
に
お
い
て
六
か
月
以

上
継
続
し
て
い
る
、
六
五
歳
以
上
の
者
と
、
重
度
の
痴
呆
性
老
人

で
あ
る
。

「
介
護
者
」
と
は
、
寝
た
き
り
老
人
等
と
同
居
し
、
生
計
を
同

じ
く
す
る
者
で
、
六
か
月
以
上
継
続
し
て
、
介
護
に
あ
た
っ
て
い

る
者
で
あ
る
。

平
成
五
年
一
月
か
ら
は
、
県
費
補
助
月
額
二
五
〇
〇
円
を
加
算

し
、
月
額
七
五
〇
〇
円
を
年
三
期
に
わ
け
て
支
給
し
て
い
る
。

支
給
対
象
者
は
、
寝
た
き
り
老
人
等
及
び
介
護
者
が
、
本
村
で

引
き
続
き
一
年
以
上
居
住
し
、
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い

る
場
合
で
、
介
護
者
に
対
し
支
給
し
て
い
る
。

平
成
六
年
四
月
の
支
給
対
象
者

寝
た
き
り
老
人
の
介
護
者

九
人

痴
呆
性
老
人
の
介
護
者

三
人

在
宅
寝
た
き
り
老
人
等
紙
お
む
つ
支
給
事
業

村
内
に
居
住
す

る
在
宅
寝
た
き
り
老
人
等
に
対
し
て
、
平
成
三
年
一
〇
月
よ
り
、

紙
お
む
つ
を
支
給
し
、
経
済
的
な
負
担
の
軽
減
を
は
か
っ
て
い
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る
。紙

お
む
つ
は
、
一
か
月
一
二
〇
枚
を
限
度
と
し
て
、
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
が
、
毎
月
上
旬
に
対
象
家
庭
を
訪
問
し
、
現
物
を
支
給
し

て
い
る
。

平
成
六
年
四
月
の
支
給
対
象
者

寝
た
き
り
老
人
一
〇
人

痴
呆
性
老
人

三
人

百
歳
祝
金
支
給
事
業

百
歳
に
達
し
た
長
寿
者
に
祝
金
を
贈
る

こ
と
に
よ
り
、
多
年
に
わ
た
り
、
地
域
社
会
の
発
展
に
貢
献
し
て

き
た
功
績
を
た
た
え
、
そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
と
と
も
に
、
村
民
の

敬
老
精
神
の
高
揚
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
四
年
九

月
に
「
百
歳
祝
金
支
給
条
例
」
を
制
定
し
た
。

本
村
に
引
き
続
き
一
〇
年
以
上
住
所
を
有
し
、
満
一
〇
〇
歳
に

達
し
た
者
に
、
要
件
を
満
た
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
一
〇
〇
万

円
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
号
支
給
対
象
者
は
、
有
枝
の
小
谷
カ
メ
ヨ

(
誕
生
日
明
治

二
七
年
一
二
月
二
一
日
)
と
な
る
。

高
齢
者
年
金
支
給
事
業

本
村
に
居
住
す
る
七
五
歳
以
上
の
高

齢
者
に
対
し
「
高
齢
者
年
金
」
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
老
後

の
生
活
に
潤
い
を
与
え
、
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
平
成
六
年
三
月
に

「
高
齢
者
年
金
支
給
条
例
」

を
制
定
し

た
。毎

年
一
二
月
一
日
を
基
準
日
と
し
て
、
本
村
に
引
き
続
き
一
年

以
上
居
住
し
、
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
に
対

し
、
一
二
月
中
旬
に
年
額
一
万
円
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。

要
援
護
老
人
の
状
況

一

ひ
と
り
暮
ら
し
老
人

平
成
六
年
四
月

合 計 

八七七六 

年 齢 別 

〇五〇五 
歳歳歳歳 
以 ̃ ̃ ( 

上七七六 
九四九 
歳歳歳 

六 六三 四三 
男 

九 
一 

女 
九 〇九二人 

..--《
一 ・一一一《

一一.{ 計 

五 
_.」一一 ・・・・〇{ ○○し_● 

ノヽ _ ノヽ
‾ 

二

ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
の
近
親
者
の
有
無

三

寝
た
き
り
老
人

平
成
六
年
四
月
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合 計 

八七七六 

年 齢 別 

〇五〇五 
歳歳蔵歳 
以))) 
上七七六 
九四九 
歳歳歳 

二一〇〇 
男 

五 五〇〇〇 
女 

ノ\ 七一〇〇 
計 

計 

〃 〃 〃 〃 

松ガ愛縁 

山 特 

リ 

養 ラ 寿風 

ホ l 

ヤ 

ム 荘荘荘 

○ ○ 〇一〇 

一〇一 
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平
成
六
年
四
月

※
寝
た
ぎ
り
で
痴
呆
症
の
老
人
も
含
む

四

痴
呆
性
老
人

老
人
ク
ラ
ブ

村
老
人
ク
ラ
ブ
は
、
地
域
公
民
館
単
位
に
、
単

位
老
人
ク
ラ
ブ
が
六
ク
ラ
ブ
あ
り
、
こ
れ
ら
を
統
括
し
た
村
老
人

合 計 

八七七六 

年 齢 別 

〇五〇五 
歳歳歳歳 
以 ̃ ̃) 
上七七六 
九四九 
歳蔵歳 

一〇〇〇 
男 

四 四〇〇〇 
女 

五 五〇〇〇 
計 

五

老
人
ホ
ー
ム
入
所
者

平
成
六
年
四
月

クロッケーを通じてお年寄りと子どもの交流会

ク
ラ
ブ
連
合
会
は
、
会

員
数
三
四
二
人
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。

高
齢
化
に
よ
っ
て
、

六
五
歳
以
上
の
高
齢
者

は
増
加
し
て
い
る
半

面
、
会
員
は
前
期
高
齢

者
の
加
入
が
少
な
く
、

逆
に
会
員
数
の
減
少
傾

向
が
続
い
て
い
る
。

老
人
ク
ラ
ブ
の
主
な

活
動
と
し
て
は

「
ク

ロ
ッ
ケ
ー
」
「
シ
ャ
ッ
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老
人
ク
ラ
ブ
会
長

六 六 六 六 五 年 
六 五 四 元 〇九 度 

菅 高 高 高 土 坂田 

村 老 連 

橋木 橋 居 本上 
松 〃 〃 〃 〃 

米堅太 堅 敏 素 
吉志郎 志 雄 行員 

高 山 田 

仕 七 川 

木 崎上 
〃 〃 〃 〃 松 〃 〃 〃 〃 

太 行 
郎 俊貢 

木 大 佐 坂 

東 川 

山 家 藤 本 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

数 常 素 
清 行 稔 行 

大 土 伊 藤 

西 

上 居 藤 田 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

重 千 孟 辰 
秋 重 寛 雄 

高 川 

南 第 

橋 崎 
〃 〃 〃 〃 

堅 清 
志 隆 

山 中 阪 

南 第 

内野 本 
〃 〃 〃 

豊 寅 
男茂 夫 

亡⊃ 

美 川 南 

「司 

橋 
〃 〃 〃 〃 

堅 
士 
l亡Iヽ 

菅 土 

黒 藤 川 

居 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

米 敏 
二と二 日 雄 

中 岡 中西松 岡 松 

箆 

居 本 居本 田 本 田 
〃 正 〃 〃 正 〃 

留 
一 

留 明 
一 

明 

=【二 口 郎 青菜 郎 一 

昭
和
六
三
年
度
か
ら
東
川
老
人
ク
ラ
ブ
の
一
部
の
東
川
公
民
館
以
外
は
仕
七
川
へ
統
合
、
平
成
二
年
度
か
ら
南
第
一
・
南
第
二
を
一
つ
に
統
合
し
、

美
川
南
と
改
め
る
。

フ
ル
ボ
ー
ド
」
等
、
軽
ス
ポ
ー
ツ
を
普
及
さ
せ
、
健
康
づ
く
り
を

推
進
し
て
い
る
。

村
高
齢
者
大
学
及
び
県
主
催
の
上
浮
穴
地
域
高
齢
者
大
学
に
参

加
し
、
教
養
と
生
き
が
い
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
。

そ
の
他
、
お
年
寄
り
と
子
供
の
談
話
室
事
業
を
通
し
て
、
世
代

間
交
流
に
よ
る
伝
承
活
動
や
神
社
・
仏
閣
等
へ
の
社
会
奉
仕
活
動

を
進
め
て
い
る
。

な
お
、
ク
ラ
ブ
の
育
成
費
と
し
て
、
村
か
ら
単
位
老
人
ク
ラ
ブ

へ
三
四
万
五
〇
〇
〇
円
、
.
村
老
連
へ
二
七
万
五
、
〇
〇
〇
円
、
合

計
六
二
万
円
を
補
助
し
て
い
る
。

年
度
別
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
数
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平
成
六
年
四
月

単
位
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
数

計 

二黒美西東仕 

ク ラ ブ 名 

彊寿基 
今老宗会合 
ラ友ラ ララ 

ブ会 ブ会 ブ ブ 

一 四一一三 男 
四 九五四九一六 

う 二三 四 四 一 五 女 

ノ\ 〇四四〇五五 

四 二四八五二九 計 
九九八九六一 

九
七
人
で
あ
っ
た
が
、
平
成
六
年
四
月
で
は
九
六
人
と
な
っ
て
い

る
。高

齢
化
に
伴
い
、
障
害
を
持
つ
高
齢
者
が
増
加
し
、
重
度
心
身

障
害
者
医
療
該
当
者
の
肢
体
不
自
由
、
内
部
障
害
の
心
臓
機
能
障

害
、
じ
ん
臓
機
能
障
害
、
ほ
う
こ
う
直
腸
機
能
障
害
の
人
が
、
多

く
な
っ
て
い
る
。

身
体
障
害
者
協
会
の
会
員
は
、
昭
和
六
〇
年
に
は
三
六
人
い
た

が
、
平
成
六
年
四
月
は
二
五
人
と
な
り
、
高
齢
と
病
弱
な
た
め
、

役
員
選
出
も
困
難
で
、
活
動
に
参
加
で
き
る
人
が
減
少
し
て
い

る
。平

成
五
年
度
に
は
、
障
害
者
の
社
会
参
加
事
業
と
し
て
、
貸
切

バ
ス
で
一
一
人
が
参
加
し
、
鷹
の
子
温
泉
セ
ン
タ
ー
で
、
一
日
を

楽
し
く
、
親
睦
交
流
で
き
た
。

本
協
会
に
は
、
育
成
会
費
と
し
て
、
村
か
ら
一
〇
万
円
が
補
助

さ
れ
て
い
る
。

前
会
長
は
、
西
村
峰
茂
(
昭
和
六
三
年
度
̃
平
成
三
年
度
)
、
現

会
長
が
、
土
居
敏
雄
(
平
成
四
年
度
̃
現
在
)
で
あ
る
。
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六

身
体
障
害
者
福
祉

本
村
の
身
障
者
は
、
昭
和
五
九
年
に
は
障
害
者
手
帳
交
付
者
が
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身
体
障
害
者
手
帳
交
付
者

平
成
六
年
四
月

∠ゝ 

内股音聴視 

障 室三 日 別 口 計 

部体声覚覚 
不 

陸自言障障 

害由語善書 

五 
男 

一 
一一一一一〇〇 

ノ\ ノ\三三六ノ\ 

一 
女 

ノ\ 七八〇六七 

九 一五 一一 計 
六 五一三二五 

七

傷
痍
軍
人
会

本
村
の
傷
痍
軍
人
会
の
会
員
は
、
昭
和
四
八
年
当
時
六
人
で

あ
っ
た
が
、
平
成
六
年
の
該
当
者
は
三
人
と
な
り
、
ま
た
、
同
妻

の
会
該
当
者
も
二
人
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
は
、
高
齢
と
病
弱
の
た
め
、
本
会
の
活
動
は
休
止
状
態
と

な
っ
て
い
る
。

戦
争
犠
牲
者
の
援
護

戦
争
犠
牲
の
御
労
苦
に
慰
籍
の
念
を
込
め
て
、
昭
和
六
三
年
七

月
に
総
理
府
所
管
の
認
可
法
人
と
し
て
、
平
和
祈
念
事
業
特
別
基

金
が
設
立
さ
れ
た
。

戦
没
者
の
ご
遺
族
は
じ
め
戦
争
犠
牲
者
な
ど
一
般
の
国
民
と
は

違
っ
た
特
別
の
措
置
を
必
要
と
す
る
人
々
に
恩
給
欠
格
者
問
題
、

戦
後
強
制
抑
留
者
問
題
等
、
次
の
施
策
が
講
じ
ら
れ
た
。

軍
歴
期
間
が
短
い
た
め
年
金
恩
給
を
受
け
ら
れ
な
い
、
い
わ
ゆ

る
恩
給
欠
格
者
の
人
は
、
外
地
等
の
勤
務
経
験
が
あ
り
、
加
算
年

を
含
め
た
在
職
年
が
三
年
以
上
の
人
に
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状

を
、
こ
の
う
ち
七
〇
歳
以
上
の
人
に
は
高
齢
者
の
順
に
併
せ
て
銀

杯
等
を
贈
呈
。

戦
後
強
制
抑
留
者
の
人
は
、
戦
後
、
旧
ソ
連
邦
又
は
モ
ン
ゴ
ル

国
の
地
域
に
強
制
抑
留
さ
れ
た
人
又
は
そ
の
御
遺
族
に
内
閣
総
理

大
臣
名
の
書
状
・
銀
杯
を
贈
呈
。
こ
の
う
ち
年
金
恩
給
な
ど
を
受

給
さ
れ
て
い
な
い
人
に
は
、
併
せ
て
慰
労
金
と
し
て
一
〇
万
円
の

国
債
が
支
給
さ
れ
た
。

戦
没
者
遺
族
に
特
別
慰
労
金

戦
傷
病
者
遺
族
等
援
護
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
、
遺
族
年
金
、
公
務
扶
助

料
の
受
給
権
者
が
い
な
い
戦
没
者
の
遺
族
に
対
し
、
昭
和
六
一
年

に
、
第
四
回
特
別
弔
慰
金
国
庫
債
券
(
戦
没
者
一
人
に
対
し
て
三
〇

万
円
、
一
〇
年
償
還
)
を
該
当
者
人
一
名
に
交
付
さ
れ
た
。
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平
成
二
年
に
は
同
じ
要
旨
に
よ
り
、
第
五
四
特
別
弔
慰
金

(
額

面
一
八
万
円
、
六
年
償
還
)
が
、
失
権
者
の
五
名
に
交
付
さ
れ
た
。

戦
没
者
遺
族
の
県
護
国
神
社
参
拝

遺
族
会
主
催
で
村
の
援
助

に
よ
り
、
四
年
に
一
度
実
施
し
て
い
る
県
護
国
神
社
参
拝
は
、
平

成
二
年
一
〇
月
、
愛
媛
県
護
国
神
社
に
お
い
て
、
村
長
、
小
田
県

議
会
議
員
、
村
議
会
議
長
、
同
文
教
厚
生
委
員
長
、
遺
族
会
長
を

は
じ
め
遺
族
七
九
名
が
参
加
し
て
戦
没
者
追
悼
式
を
挙
行
し
、
英

霊
に
対
し
慰
霊
を
行
い
、
式
終
了
後
懇
親
会
は
、
鷹
の
子
温
泉
セ

ン
タ
ー
で
行
っ
た
。

村
戦
没
者
追
悼
式

村
主
催
で
四
年
に
一
度
実
施
し
て
い
る

「
美
川
村
戦
没
者
追
悼
式
」
が
、
平
成
四
年
一
〇
月
農
村
改
善
セ

ン
タ
ー
で
多
数
の
来
賓
を
迎
え
、
村
内
各
機
関
代
表
者
と
村
遺
族

会
長
を
は
じ
め
遺
族
等
関
係
者
一
五
〇
名
が
参
列
し
、
厳
粛
に
挙

行
さ
れ
た
。
式
で
は
全
員
が
戦
没
者
の
御
霊
に
黙
祷
を
捧
げ
、
村

長
よ
り
式
辞
を
述
べ
、
悲
し
く
も
祖
国
の
危
急
に
一
命
を
捧
げ
ら

れ
た
村
内
三
六
〇
柱
の
英
霊
に
、
謹
ん
で
追
悼
の
意
を
捧
げ
る
と

と
も
に
、
今
後
と
も
ご
遺
族
の
援
護
に
つ
と
め
な
が
ら
、
恒
久
的

平
和
と
温
か
く
幸
せ
あ
る
豊
か
な
村
づ
く
り
に
邁
進
す
る
こ
と
を

誓
わ
れ
た
。

来
賓
の
方
々
か
ら
は
追
悼
の
辞
を
い
た
だ
き
、
清
吟
堂
吟
友
会

戦没者追悼式
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美
川
支
部
の
皆
さ
ん
よ
り
追
悼
の
吟
詠
が
あ
っ
た
後
、
参
加
者
全

員
が
御
霊
に
献
花
し
、
追
悼
式
を
閉
じ
た
。

遺
族
会
役
員
に
よ
る
県
護
国
神
社
参
拝

二
年
に
一
度
、
遺
族

会
長
は
じ
め
、
役
員
全
員
に
よ
り
県
護
国
神
社
参
拝
を
実
施
し
て

い
る
。

慰

霊

塔

村
で
は
、
三
二
年
四
月
に
旧
役
場
跡
地
横
に
慰

霊
塔
を
建
立
し
て
い
た
が
、
平
成
四
年
一
一
月
に
県
道
改
修
工
事
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慰 霊 塔

九

社
会
福
祉
協
議
会

に
伴
い
現
在
地
に
移
転
し
、
慰
霊
法
要
を
行
っ
た
。

遺
族
会
団
体
の
援
護

村
遺
族
会
は
、
会
員
一
四
一
人
(
戦
没

者
の
妻
二
四
、
戦
没
者
の
父
母
一
五
、
そ
の
他
一
〇
)
が
加
入
し
、
戦

没
者
遺
族
に
対
す
る
処
遇
改
善
等
の
活
動
を
推
進
し
て
い
る
。

遺
族
会
長
は
、
昭
和
五
九
年
度
̃
平
成
四
年
度
が
小
椋
伊
十

郎
、
平
成
五
年
度
̃
現
在
が
大
上
重
秋
と
な
っ
て
い
る
。

村
か
ら
年
額
一
一
万
円
を
援
護
し
て
い
る
。

高
齢
化
の
進
行
、
家
族
形
態
、
扶
養
意
識
の
変
化
、
自
由
時
間

の
増
大
、
生
活
の
質
や
心
の
豊
か
さ
の
重
視
等
を
背
景
と
し
て
、

地
域
福
祉
活
動
の
拠
点
の
機
能
を
高
め
、
必
要
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
総
合
的
に
提
供
し
、
幅
広
く
住
民
総
参
加
活
動
の
充
実
強
化
を

円
滑
に
推
進
す
る
た
め
、
社
会
福
祉
協
議
会
の
法
人
化
を
は
か
る

こ
と
と
な
っ
た
。

本
村
の
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
任
意
団
体
と
し
て
、
昭
和
三
二

年
人
月
に
結
成
さ
れ
、
会
長
に
は
歴
代
村
長
が
就
任
し
て
き
た
。

社
協
の
法
人
化
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
年
一
〇
月
四
日
の
任
意

社
協
理
事
会
に
お
い
て
選
出
さ
れ
た
、
設
立
発
起
人
一
二
人
に

ょ
っ
て
、
設
立
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。

平
成
四
年
二
月
一
二
日
付
で
、
社
会
福
祉
法
人
美
川
村
社
会
福

祉
協
議
会
設
立
代
表
者
木
下
久
敬
(
村
長
)
よ
り
、
愛
媛
県
知
事

伊
賀
貞
雪
宛
「
社
会
福
祉
法
人
美
川
村
社
会
福
祉
協
議
会
設
立
認

可
申
請
」
を
提
出
し
た
。

社
会
福
祉
事
業
法
第
二
九
条
に
基
づ
き
、
平
成
四
年
三
月
二
五

日
付
を
も
っ
て
、
愛
媛
県
知
事
よ
り
「
設
立
認
可
書
」

の
交
付
が
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あ
り
、
四
月
一
日
松
山
地
方
法
務
局
久
万
出
張
所
に
、
社
会
福
祉

法
人
設
立
登
記
を
完
了
し
た
。

初
代
の
会
長
に
は
、
木
下
久
敬
(
村
長
)
が
、
就
任
し
た
。

役
員
は
、
理
事
一
〇
人
、
評
議
員
二
一
人
、
監
事
二
人
と
な
っ

て
い
る
。

目
的
事
業
は
、
次
の
と
お
り
。

小

社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究

㈲

社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
総
合
的
企
画

㈲

社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
連
絡
・
調
整
及
び
助

成
㈲

社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
普
及
及
び
宣
伝

㈲

社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
の
企
画
及
び
実
施

㈲

社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
の
健
全
な
発
達
を
図
る
た
め
に

必
要
な
事
業

㈲

保
健
衛
生
、
社
会
教
育
を
目
的
と
す
る
事
業
と
の
連
絡

㈲

共
同
募
金
事
業
へ
の
協
力

㈲

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
振
興

㈹

心
配
ご
と
相
談
所
の
設
置
運
営

㈹

ま
ご
こ
ろ
銀
行
の
設
置
運
営

㈹

居
宅
介
護
等
事
業
の
受
託
運
営

㈹

そ
の
他
、
本
会
の
目
的
達
成
の
た
め
必
要
な
事
業

資
産
の
総
額
は
、
四
五
八
万
八
二
四
二
円
で
あ
っ
た
。

家
庭
奉
仕
員
派
遣
事
業

平
成
四
年
四
月
よ
り
、
村
は
、
社

会
福
祉
法
人
美
川
村
社
会
福
祉
協
議
会
と
「
家
庭
奉
仕
員
派
遣
事

業
委
託
契
約
」
を
締
結
し
た
。

身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
っ
て
、
日
常
生
活
を
営
む
の

に
支
障
が
あ
る
老
人
の
家
庭
へ
ホ
ー
ム
ヘ
ル
。
ハ
ー
を
派
遣
し
、
日

常
生
活
の
世
話
を
行
い
、
老
人
及
び
家
族
の
健
全
で
安
ら
か
な
生

活
を
支
援
す
る
事
業
で
あ
る
。

派
遣
の
対
象

㈲

老
衰
、
傷
病
等
の
理
由
に
よ
り
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障

が
あ
る
こ
と
。

㈲

家
族
の
介
護
を
十
分
に
得
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
。

㈲

そ
の
他
、
養
護
者
を
得
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
。

業
務
の
内
容

の

家
事
及
び
介
護
に
関
す
る
こ
と
。

食
事
の
世
話

衣
類
の
洗
濯
及
び
補
修

住
居
等
の
掃
除
及
び
整
理
整
頓

身
の
ま
わ
り
の
世
話

生
活
必
需
品
の
買
出
し

医
癒
機
関
と
の
連
絡
及
び
通
院
介
助

o

そ
の
他
、
必
要
な
家
事
及
び
介
護

㈲

相
談
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。
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美川タクシーマイクロバス乗車状況(平成5年度)
(単位 人)

月 

往 路 復 路 
総 計 運行日数 日平均 

有料 無 料 計 有料 無 料 計 

4月 29 209 238 9 138 147 385 21 18.3 

5月 23 168 191 5 88 93 284 18 15.8 

6月 30 220 250 8 134 142 392 21 18.7 

7月 31 218 249 15 122 137 386 22 17.5 

8月 35 210 245 14 129 143 388 21 18.5 

9月 27 201 228 14 142 156 384 20 19.2 

10月 38 227 265 12 142 154 419 20 21.0 

11月 24 217 241 11 125 136 377 20 18.9 

12月 40 190 230 14 155 169 399 19 21.0 

1月 24 195 219 8 126 134 353 20 17.7 

2月 29 189 218 14 115 129 347 19 18.3 

3月 25 240 265 12 127 139 404 22 18.4 

年間 355 2,484 2,839 136 1,543 1,679 4,518 243 18.6 

生
活
又
は
身
上
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言

そ
の
他
、
必
要
な
相
談
及
び
助
言

平
成
六
年
四
月
現
在
の
家
庭
奉
仕
員
は
、
三
人
で
あ
る
。

福
祉
バ
ス
運
行

高
齢
化
が
進
み
、
若
い
世
代
が
都
市
へ
流
出

す
る
中
で
、
高
齢
者
世
帯
が
増
加
し
、
村
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
よ

り
、
村
及
び
村
議
会
に
対
し
、
村
民
の
足
の
問
題
と
し
て
、
交
通

の
利
便
性
を
確
保
す
る
よ
う
陳
情
が
あ
っ
た
。

村
で
は
、
そ
の
対
応
に
専
門
委
員
会
を
設
置
し
、
四
国
運
輸
局

愛
媛
陸
運
支
局
及
び
民
営
バ
ス
機
関
と
協
議
を
重
ね
検
討
し
た
結

果
、
定
期
的
な
村
直
営
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
運
行
に
は
制
約
が
あ

り
、
四
国
内
で
も
事
例
を
み
な
い
美
川
方
式
の
方
策
を
講
じ
た
。

福
祉
バ
ス
の
運
行
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
社
会
福
祉
協
議
会
と

有
限
会
社
美
川
タ
ク
シ
ー
代
表
取
締
役
篠
崎
豊
と
の
問
で
、
ワ
ゴ

ン
車
(
一
〇
人
乗
り
)
運
行
委
託
契
約
書
を
締
結
し
、
そ
の
経
費

は
、
村
が
社
会
福
祉
協
議
会
へ
助
成
し
、
平
成
四
年
四
月
一
日
よ

り
運
行
を
開
始
し
た
。

現
行
の
契
約
額
は
、
年
額
五
七
〇
万
円
で
あ
る
。

村
内
各
集
落
住
民
の
交
通
の
利
便
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
運

行
起
点
は
、
大
川
上
組
・
藤
社
・
程
野
・
長
崎
・
水
押
・
沢
渡
・

竹
谷
・
横
山
・
大
谷
・
筒
域
と
な
っ
て
お
り
、
起
点
か
ら
役
場
に
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至
る
間
を
週
一
回
、
午
前
の
往
路
、
午
後
の
復
路
を
各
二
回
運
行

し
て
い
る
。

長
崎
・
水
押
線
は
、
利
用
者
が
多
く
、
定
員
オ
ー
バ
ー
の
場
合

は
、
営
業
タ
ク
シ
ー
を
借
り
上
げ
、
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

土
曜
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
は
運
休
と
な
っ
て
い
る
。

一
般
利
用
者
の
運
賃
は
、
一
回
に
つ
き
二
〇
〇
円
、
六
五
歳
以

上
の
高
齢
者
・
母
子
世
帯
の
者
・
療
育
手
帳
及
び
身
体
障
害
手
帳

の
該
当
者
は
、
無
料
と
な
っ
て
い
る
。

黒
藤
川
独
居
老
人
友
愛
会
の
結
成

黒
藤
川
地
域
で
は
、
当
時
の
民
生
委
員
岩
市
清
氏
の
尽
力
に

ょ
っ
て
、
独
居
老
人
の
孤
独
や
不
安
感
の
悩
み
を
解
消
す
る
た

め
、
平
成
元
年
三
月
に

「
黒
藤
川
独
居
老
人
友
愛
会
」

を
結
成

し
、
会
員
相
互
に
助
け
あ
い
励
ま
し
あ
っ
て
、
地
道
な
活
動
を
進

め
な
が
ら
、
心
身
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
っ
て
い
る
。

友
愛
会
の
会
長
は
、
平
成
元
年
度
̃
二
年
度
宮
城
ヨ
シ
子
、
三

年
度
̃
四
年
度
近
藤
ミ
ノ
エ
、
五
年
度
̃
現
在
上
岡
カ
ヨ
子
と

な
っ
て
い
る
。

現
在
の
会
員
数
は
、
二
〇
人
で
あ
る
。

友愛会の活動
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第
二
章

保
健
・
衛
生

第
一
節

保
健
医
療
施
設

一
美
川
村
診
療
所

昭
和
四
八
年
以
来
、
広
く
住
民
に
利
用
さ
れ
て
き
た
美
川
村
内

科
診
療
所
は
、
建
築
以
後
二
四
年
を
経
過
し
、
敷
地
も
湿
地
帯
で

あ
っ
た
た
め
か
、
建
物
の
老
朽
化
が
は
げ
し
く
、
こ
れ
を
取
り
壊

し
、
新
た
に
建
築
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
敷
地
を
探
し
た
結
果
、

美
川
村
旧
庁
舎
跡
地
を
選
び
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
、
二
階

建
て
、
延
べ
面
積
六
五
六
・
六
一
平
方
メ
ー
ト
ル
、
建
築
費
一
億

三
、
〇
八
三
万
円
を
投
じ
て
、
平
成
二
年
四
月
一
人
目
着
工
、
平

成
二
年
一
〇
月
三
〇
日
完
成
し
た
。

病
床
ベ
ッ
ド
一
一
床
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
備
え
た
近
代
的
な
施

設
で
「
み
か
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク
」
と
命
名
し
、
施
設
の
管
理
は
村
が

行
う
。一

方
、
永
ら
く
診
癒
所
医
師
と
し
て
診
療
に
当
た
っ
て
こ
ら
れ

た
横
田
医
師
は
、
家
庭
の
事
情
に
よ
り
退
職
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
新
し
く
温
泉
郡
中
島
町
出
身
で
、
久
万
町
立
直
瀬
診
療
所
の

勤
務
医
で
あ
っ
た
豊
田
英
樹
医
師
を
迎
え
て
、
医
師
一
名
、
看
護

婦
六
名
、
事
務
員
二
名
、
給
食
婦
二
名
の
ス
タ
ッ
フ
で
、
平
成
三

年
五
月
一
日
よ
り
診
療
を
開
始
し
て
い
る
。

医
療
設
備
の
整
っ
た
、
村
の
医
療
施
設
の
中
核
と
し
て
、
広
く

住
民
に
よ
ろ
こ
ぼ
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
法
人
化
の
認
可

を
受
け
、
平
成
五
年
四
月
よ
り

「
医
療
法
人
み
か
わ
ク
リ
ニ
ッ

ク
」
と
し
て
、
順
調
に
運
営
さ
れ
て
い
る
。

二

歯
科
診
療
所

昭
和
五
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
美
川
村
歯
科
診
療
所
医
師
と
し

て
診
療
に
当
た
っ
て
き
た
山
村
栄
一
医
師
が
、
病
に
倒
れ
永
ら
く

入
院
治
療
を
続
け
て
い
た
が
、
平
成
元
年
四
月
一
二
日
死
去
さ
れ

た
。
生
前
の
ご
功
績
に
感
謝
し
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
。

後
任
の
歯
科
医
師
に
つ
い
て
、
各
方
面
に
紹
介
し
探
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
福
岡
県
出
身
で
、
長
く
西
宇
和
郡
三
崎
町
診
癒
所
勤
務

を
経
て
、
愛
媛
県
口
腔
保
健
セ
ン
タ
ー
勤
務
医
で
あ
っ
た
中
野
長

俊
医
師
を
迎
え
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
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休
診
期
間
中
は
、
住
民
に
多
く
の
迷
惑
を
か
け
て
い
た
が
、
平

成
元
年
五
月
一
日
よ
り
診
療
を
開
始
し
て
以
来
、
広
く
住
民
に
よ

ろ
こ
ぼ
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
面
河
村
よ
り
の
要
請
に
基
づ
く
出
張
診
嫁
を
、
前
医
師

同
様
に
継
続
す
る
こ
と
と
し
、
週
二
日
、
面
河
村
へ
の
出
張
を

行
っ
て
い
る
。
施
設
の
管
理
は
、
み
か
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク
と
同
様

に
、
村
が
行
い
順
調
に
運
営
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
村
内
の
医
癒
機
関
は
、
有
枝
の
伊
藤

医
院
の
み
と
な
り
、
伊
藤
蔦
子
医
師
が
、
民
間
で
は
唯
一
の
医
癒

機
関
と
し
て
、
住
民
に
親
し
ま
れ
な
が
ら
診
療
に
携
わ
っ
て
い
る
。

一
方
、
伊
藤
氏
は
、
村
の
嘱
託
医
と
し
て
も
期
待
が
大
き
く
、

予
防
接
種
・
母
子
検
診
・
学
校
医
な
ど
各
方
面
で
活
躍
し
て
い

る
。
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三

民
間
医
癒
施
設
(
開
業
医
)

第
二
節

国
民
健
康
保
険

一

国
民
健
康
保
険
事
業

昭
和
二
五
年
か
ら
三
九
年
間
に
わ
た
り
、
開
業
医
と
し
て
、
住

民
の
健
康
管
理
・
診
療
に
当
た
る
一
方
で
、
嘱
託
医
・
学
校
医

等
、
村
の
医
療
行
政
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
佐
藤
浩
医
師
が
、
平

成
元
年
二
月
一
三
日
死
去
さ
れ
た
。
ま
た
、
永
ら
く
の
開
業
の

後
、
高
齢
の
た
め
医
院
閉
鎖
し
て
健
康
保
持
に
努
め
ら
れ
て
い
た

片
岡
賀
女
子
医
師
も
、
平
成
三
年
五
月
六
日
死
去
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
相
次
い
で
二
人
の
医
師
を
失
っ
た
こ
と
は
、
美
川

村
に
と
っ
て
大
き
な
損
失
で
あ
る
。
美
川
村
の
医
癒
行
政
に
尽
く

さ
れ
た
お
二
人
の
ご
功
績
を
感
謝
し
て
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
す

る
。

過
疎
化
が
進
み
人
口
が
減
少
す
る
中
で
、
国
民
健
康
保
険
の
加

入
者
の
状
況
は
、
平
成
五
年
度
実
績
で
七
四
五
世
帯
、
被
保
険
者

数
一
、
五
七
七
人
、
内
訳
は
、
一
般
一
、
〇
二
五
人

(
六
五
・
〇

パ
ー
セ
ン
ト
)
、
老
人
四
六
八
人
(
二
九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
)
退
職
者

八
四
人
(
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
)
と
、
年
々
老
人
加
入
割
合
が
増
え

て
い
る
。
一
方
、
医
癒
費
に
お
い
て
も
、
年
々
上
昇
し
て
い
る
の

が
現
状
で
あ
る
。

平
成
六
年
度
の
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算
は
、
三
億

一
八
〇
〇
万
円
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
保
険
税
は
六
六
〇
〇
万
円
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国民健康保険加入、給付状況の推移

年 度 
被 保 険 被 保 険 保 険 1人当たりの 1人当たりの 

世 帯 数 者 数 給 付 額 給 付 額 保 険 税 

60 

世帯 人 千円 円 円 

951 2,431 404,747 166,494 42,200 

62 942 2,304 470,558 204,235 45,841 

元 866 2,039 475,205 233,058 40,026 

3 811 1,783 503,979 282,657 40,671 

5 745 1,577 511,924 324,618 43,295 

で
、
歳
入
予
算
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
保
険
税
も
、
納
税
者
の
負
担
を
少
し
で
も
軽
く
し
た
い

と
、
平
成
元
年
度
以
降
税
率
を
据
え
お
い
て
努
力
し
て
き
た
が
、

医
療
費
の
増
嵩
が
は
げ
し
く
限
界
が
あ
り
、
や
む
な
く
税
の
引
上

げ
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
き
て
い
る
。

国
民
健
康
保
険
は
、
民
間
企
業
、
公
務
員
等
を
対
象
と
し
て
い

る
社
会
保
険
と
と
も
に
、
医
療
保
険
制
度
の
重
要
な
一
角
を
占
め

て
い
る
。
今
日
、
高
齢
化
の
影
響
は
大
き
く
、
老
人
医
療
は
上
昇

し
、
医
療
費
は
増
大
し
、
健
全
な
財
政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
る

状
況
の
中
で
、
村
で
は
、
医
癒
費
の
抑
制
と
、
住
民
が
健
康
で
安

心
し
た
生
活
を
送
れ
る
た
め
、
保
健
施
設
事
業
の
充
実
に
力
を
入

れ
、
健
康
教
育
・
健
康
づ
く
り
講
演
会
、
健
康
相
談
、
各
種
健
康

診
査
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

村
民
各
位
が
「
自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
る
」
と
い
う
自
覚
と

認
識
を
高
め
て
、
こ
れ
ら
事
業
に
積
極
的
に
参
加
し
て
、
健
康
の

保
持
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

二

老
人
医
癒
事
業

老
人
医
癒
制
度
は
、
昭
和
五
八
年
老
人
保
健
法
の
制
定
に
と
も
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な
い
、
医
療
費
の
一
部
有
料
化
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
後
の
改

正
を
経
て
現
在
の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
制
度
は
、
国
保
を
は
じ
め
社
会
保
険
な
ど
、
医
療
保
険
の

仕
組
み
が
異
な
る
各
保
険
者
が
出
し
合
う
、
拠
出
金
を
ま
と
め
る

支
払
基
金
が
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
国
が
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
県
が

五
パ
ー
セ
ン
ト
、
市
町
村
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財

源
負
担
の
割
合
で
、
各
市
町
村
は
「
老
人
保
健
特
別
会
計
」
予
算

で
運
営
さ
れ
て
お
り
、
美
川
村
の
平
成
六
年
度
の
予
算
額
は
三
億

三
三
〇
〇
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

美
川
村
の
加
入
者
は
、
七
〇
歳
以
上
(
一
部
六
五
歳
以
上
で
認
定

を
受
け
た
者
を
含
む
)
五
九
五
人
で
、
全
住
民
の
二
〇
・
人
パ
ー
セ

ン
ト
で
あ
る
。

現
在
、
一
部
負
担
金
は
、
外
来
一
か
月
一
〇
〇
〇
円
、
入
院
一

日
七
〇
〇
円
の
本
人
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
老
人
医
療
事
業
も
、
年
々
進
む
高
齢
化
と
老
人
の
増
加

で
、
先
に
国
保
事
業
で
述
べ
た
よ
う
に
、
医
癒
費
も
年
々
伸
び
て

き
て
お
り
、
今
後
の
財
政
運
営
を
考
え
る
と
、
き
び
し
い
状
況
に

あ
る
。

平成5年度老人保健特別会計(決算見込)

(単位 千円)

歳 入 歳 出 

項 目 金 額 項 目 金 額 

支払基金交付金 230,716 総 務 費 166 

国 庫 支 出 金 71,721 医 療 諸 費 336,084 

県 支 出 金 16,783 

繰 入 金 17,058 

繰 越 金 2,532 

合 計 336,250 そ の 他 2,454 

合 計 341,264 差 引 繰 越 金 5,014 
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程 野 

大 豊大 大大 梨 面栄栄 

藤 社 

平 成 馬田合 本本本 

大 谷 

担 

奥川 
川 中 坤 の 重重 成 の 組組組 

当 地 

上 久通 中下 下 河下上 井 河 門元戦 下中西 区 

上 松 梅 西 大 玉 宮 竹 倉 羽 坪 
平 成 

杉 浦 木 森 原 井 本 内 橋 沢 内 

ヨ 喜 テ サ 
五 弓 

マ 美 
孝 

ス ヽ 

佐 
● 四 リ 代 ル ワ サ 念 恵 

エ 子 子 エ 月 子 ヨ 子 子 エ 子 
年 度 

上 松 椎 堀 沢 土 中 浪 渡 竹 神 平 

杉 浦 森 
口 

木 居 田 岡 部 内 谷 成 
ヨ 喜 喜 ヤ ま 五 

友 
ト 

茂 千 美 
リ 代 

思 
代 チ ち 年 

エ 子 子 メ 子 枝 月 子 子 子 子 度 

上 松 椎 堀 沢 土 中 浪 渡 竹 神 平 

杉 浦 森 
口 

木 居 田 岡 部 内 谷 成 
ヨ 

「=亡で ・こ婁雪・ 

ヤ ま 
一一〇〇_ 

ー昌・ 

友 
ト 

茂 千 美 
」毒し ⊂=コ /ヽ 

リ 代 吊. 

代 チ ち 年 
エ 子 子 メ 子 枝 月 子 子 子 子 度 

美
川
村
保
健
推
進
委
員
名
簿

西 西 

七 鳥 仕 出 高筒 山城 

車中 豊里 中 里 
至聖顔 中

御 里 

久尾 上田 

河内 口分 

有有 

古 古 
′ヽヽヽノ\ヽヽ 岩岩 第第 ′lヽヽ 岩 第 拒 ′1ヽヽ 岩堤三 第 

主 の 本聾 枝校 本中 

味 味 一 四 戸 下貝 組瀬 村通 

坂 申 桑 大 士 口 篠 菅 倉 安 日 岡 大 梶 

本 家 村 西 中 崎 橋 宅 浦 林 上 家 

縫 
美 千 

征 百 定 
ハ 「7 

静 
差 口 若 麗 

一二ア サ 

幸 梅 

子 野 子 合 代 子 子 子 子 子 子 子 子 

松 中 山 西 土 日 山 菅 中 古 日 大 伊 栗 
岡 家 

崎 苗 

岡 中 村 平 見 浦 野 藤 下 

ユ キ 美 子 l葛二ノヽ 美 

祥 定 
美 智 

静 
真 由 

静 朝 桂 
須 美 

子 野 子 子 代 子 子 美 子 子 子 子 江 

松 中 西 西 士 口 山 菅 中 古 日 大 伊 栗 
岡 家 崎 岡 中 村 平 見 浦 野 藤 下 

二:し キ 美 千 美 代 

祥 定 
美 智 

静 
真 由 

静 朝 桂 
須 美 

子 野 子 子 代 子 子 美 子 子 子 子 江 



本本 先先 

長 崎 置 俵 箆 官 成 

黒 黒釣 

菱 川 水 押 中 村 東 川 横 山 

東 東 

竹長 谷瀬 

村村 揚場 
藤 川 藤 川 

古 古 

下上 下桜 上 中井 味 味 

阪 大 西 大 栄 岩 岩 堀 森 堀 押 坂 片 高 高 小 

本 坂 田 野 代 市 市 尾 川 口 岡 本 岡 橋 橋 
椋 

美 育 
ウ 

光 松 
小 

幸 
キ 

末 長 正 良 政 昭 サ ヽヽ 

年 子 メ オ 子 子 夜 子 子 ヽ 子 美 男 明 子 往 恵 登 ツ キ 

阪 大 西 大 天 

畝 ユ 

岩 堀 木 中 福 柳 片 下 高 山 

本 坂 
田 ウ 

野 野 市 
尾 キ 

岡 
久 

原 原 岡 方 木 本 

千 雲皇 

小 
美 育 光 春 幸 千 セ 市 政 博 房 

年 子 メ オ 子 枝 キ 子 子 子 里 ツ 子 義 ニ重し 世 往 百 合 子 枝 

阪 大 西 大 天 

畝 ニし 

岩 堀 木 中 福 柳 片 下 高 山 

本 坂 
田 ウ 

野 野 市 
尾 キ 

岡 
久 

原 原 岡 方 木 本 

千 選 

小 
美 育 光 春 幸 千 セ 市 政 博 房 

年 子 メ オ 子 枝 キ 子 子 子 里 ツ 子 義 ニ重し 世 往 百 合 子 枝 

〈成人病健診〉

各種検診結果

〈大腸がん検診〉

年 度 対象者数 受診者数 受診率 

平成3 1,467人 787人 53.6% 

4 1,421人 778人 54.8% 

5 1,415人 742人 52.4% 

〈肺がん・結核検診〉

☆( )内は、39才以下(結核のみ)の

受診者数を含む

年 度 対象者数 受診者数 受診率 

平成3 1,420人 
970人 (1,027人) 

68.3% 

4 1,420人 
1,078人 (1,153人) 

75.9% 

5 1,420人 
1,086人 (1,183人) 

76.5% 

年 度 対象者数 受診者数 受診率 

平成3 506人 

4 1,450人 499人 34.4% 

5 1,450人 482人 33.2% 

〈子宮がん検診〉

年 度 対象者数 受診者数 受診率 

平成3 825人 282人 34.2% 

4 817人 287人 35.1% 

5 829人 345人 41.6% 
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〈乳がん検診〉

年 度 対象者数 受診者数 受診率 

平成3 861人 292人 33.9% 

4 831人 294人 35.3% 

5 840人 365人 43.5% 

第
三
節

健
康
づ
く
り
の
推
進

一
検
診
と
予
防
活
動

第5編 福祉・厚生・保健衛生

〈胃がん検診〉

年 度 対象者数 受診者数 受診率 

平成3 1,290人 270人 21.0% 

4 1,288人 254人 19.7% 

5 1,285人 287人 22.3% 

美
川
村
は
、
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
、
健

康
に
よ
い
生
活
環
境
に
あ
る
。
ま
た
、
村
民

の
健
康
状
態
も
概
し
て
良
好
と
見
受
け
ら
れ

る
。

し
か
し
な
が
ら
、
検
診
結
果
を
み
る
と
、

脳
血
管
疾
患
、
心
疾
患
、
が
ん
な
ど
の
成
人

病
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
今
後
ま
す

ま
す
進
展
す
る
高
齢
化
の
中
で
、
成
人
病
予

防
を
中
心
と
す
る
保
健
活
動
、
健
康
づ
く
り

対
策
は
、
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

病
気
は
早
期
発
見
、
早
期
治
療
が
も
っ
と

も
大
切
で
あ
り
、
村
で
は
、
成
人
病
検
診
を

は
じ
め
、
各
種
の
検
診
を
夜
間
を
利
用
す
る

な
ど
し
て
、
村
内
各
所
で
実
施
し
て
い
る
。

健
康
増
進
、
受
診
へ
の
意
識
を
高
め
る
た

め
、
保
健
推
進
委
員
制
度
を
、
平
成
三
年
度
に
設
置
し
て
、
四
〇

名
の
委
員
の
呼
び
か
け
や
協
力
も
得
て
、
受
診
率
も
年
々
向
上
し

て
い
る
。

健
康
相
談
な
ど
は
、
保
健
婦
が
各
地
集
会
所
や
公
民
館
に
出
向

き
実
施
し
て
お
り
、
ま
た
、
リ
ハ
ビ
リ
訪
問
指
導
を
通
じ
て
、
お

年
よ
り
の
寝
た
き
り
防
止
を
目
指
し
、
健
康
の
保
持
・
増
進
・
機

能
訓
練
な
ど
、
細
か
な
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

保
健
婦
も
、
平
成
六
年
度
二
名
増
員
し
て
、
三
名
の
体
制
で
臨

ん
で
お
り
、
ま
た
、
電
算
に
よ
る
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し

て
、
住
民
一
人
一
人
の
健
康
管
理
に
当
た
り
、
各
種
の
検
診
、
健

康
相
談
な
ど
、
村
民
の
参
加
を
高
め
て
い
く
努
力
を
続
け
、
健
康

で
明
る
い
家
庭
生
活
が
送
れ
る
よ
う
、
今
後
と
も
保
健
活
動
を
進

め
て
行
く
計
画
で
あ
る
。

二

母
子
保
健

美
川
村
の
出
生
率
は
、
次
表
の
と
お
り
、
年
々
減
少
し
て
き
て

い
る
。
こ
れ
は
、
出
産
年
齢
に
あ
る
若
年
層
の
人
口
の
減
少
に
伴

う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
本
村
で
も
徐
々
に

少
子
化
が
進
ん
で
き
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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美
川
村
で
は
、
母
子
保
健
事
業
と
し
て
、
奇
数
月
に
一
回
、
乳

幼
児
健
康
診
査
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
疾
病
異
常
の
早
期

発
見
、
及
び
健
康
な
発
達
の
た
め
の
育
児
指
導
、
栄
養
指
導
を
目

年間出生率、出生数の年次推移

年 度 昭61 62 63 平元 2 3 4 5 

出生率 (1000人比) 

8.3 7.3 5.7 5.5 5.2 4.7 5.5 4.6 

出生数 (人) 
28 24 18 17 16 14 16 13 

的
と
し
て
お
り
、
毎
回
、
ほ
と
ん
ど

の
乳
幼
児
が
受
診
し
て
い
る
。

ま
た
、
偶
数
月
に
は
、
育
児
学
級

や
親
子
ふ
れ
あ
い
教
室
な
ど
、
乳
幼

児
の
育
児
指
導
及
び
子
供
同
士
、
母

親
同
士
の
仲
間
づ
く
り
を
目
的
と
し

た
教
室
も
実
施
し
て
い
る
。

今
後
も
、
未
来
を
担
う
数
少
な
い

子
供
た
ち
が
、
健
全
に
、
た
く
ま
し

く
育
っ
て
い
け
る
よ
う
な
環
境
づ
く

り
も
含
め
た
母
子
保
健
の
充
実
が
望

ま
れ
る
。

第
四
節

環
境
衛
生

一

水
道
事
業
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水
道
は
、
健
康
で
快
適
な
生
活
と
、
健
全
な
産
業
、
地
域
活
動

を
維
持
す
る
上
で
、
必
要
不
可
欠
な
生
活
基
盤
施
設
と
し
て
、
大

日渡野瀬共同給水施設

き
な
役
割
を
果
た
す
も

の
で
あ
る
。
本
村
に
お

け
る
水
道
施
設
は
、
簡

易
水
道
三
か
所
、
飲
料

水
供
給
施
設
七
か
所
、

共
同
給
水
施
設
九
か

所
、
営
農
飲
雑
用
水
供

給
施
設
一
か
所
及
び
簡

易
専
用
水
道
一
か
所
に

よ
る
給
水
で
、
水
道
普

及
率
四
六
・
六
パ
ー
セ

ン
ト
と
な
っ
て
い
る

が
、
ま
だ
普
及
率
は
低
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局員共同給水施設

た
り
一
〇
万
円
と
大
幅
に
軽
減
と
な
り
、
今
後
は
更
に
、
未
普
及

地
域
の
解
消
を
図
り
た
い
。
な
お
、
平
成
六
年
度
は
、
竹
谷
地
区

共
同
給
水
施
設
の
整
備
、
平
成
七
年
度
か
ら
は
、
古
味
簡
易
水
道

施
設
整
備
の
計
画
も
あ
り
、
順
次
整
備
を
進
め
て
、
普
及
率
の
向

上
と
、
よ
り
衛
生
的
な
飲
用
水
の
確
保
に
努
め
た
い
。

二

し
尿
・
ご
み
処
理
事
業

い
状
況
に
あ
る
。

現
在
の
水
道
末
普
及
地
域
は
、
大
字
単
位
で
は
一
〇
か
所
あ
る

が
、
集
落
間
、
ま
た
、
家
屋
が
極
度
に
散
在
し
て
お
り
、
施
設
の

統
合
や
広
域
化
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
水
源
は
主
に
渓
流
水
で

あ
る
が
、
最
近
は
人
工
林
の
成
長
と
共
に
、
水
量
の
減
少
が
目
立

ち
、
水
源
の
確
保
も
容
易
で
は
な
い
。

水
道
事
業
開
設
の
地
元
負
担
率
も
、
平
成
五
年
度
よ
り
二
戸
当

住
民
の
経
済
生
活
の
向
上
と
と
も
に
、
生
活
環
境
も
変
化
し
て

き
て
、
環
境
問
題
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
今
日
、
美
川
村
に

お
い
て
も
、
生
活
排
水
、
ご
み
問
題
の
改
善
が
要
求
さ
れ
て
き
て

い
る
。

し
尿
・
ご
み
処
理
事
業
は
、
美
川
村
が
柳
谷
村
、
面
河
村
の
委

託
を
う
け
て
、
三
か
村
の
収
集
運
搬
業
務
に
当
た
り
、
処
理
業
務

は
、
上
浮
穴
生
活
環
境
事
務
組
合
が
こ
れ
に
当
た
っ
て
い
る
。

し
尿
に
つ
い
て
は
、
住
宅
の
新
築
と
共
に
浄
化
槽
へ
の
切
り
換

え
も
見
ら
れ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
家
庭
は
く
み
と
り
処
理
で

あ
る
。

収
集
業
務
は
、
月
曜
・
火
曜
日
を
面
河
村
、
水
曜
・
木
曜
日
を

美
川
村
、
金
曜
・
土
曜
日
を
柳
谷
村
と
、
一
週
間
を
各
村
二
日
に
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割
り
当
て
て
処
理
に
当
た
っ
て
い
る
。
な
お
、
時
期
的
に
申
込
み

が
集
中
し
て
、
収
集
が
一
部
遅
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
処

理
場
に
お
け
る
一
日
当
り
の
処
理
能
力
に
限
界
が
あ
り
、
仕
方
の

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

(単位 l)

し尿処理実績調べ(美川村分)

年度 平成 
3 4 5 区分 2年度 

し尿収集量 886,694 944,334 976,824 1,081,836 

(内浄化槽) 54,612 46,944 81,468 89,352 

ごみ処理実績調べ(美川村分)

(単位 海)

年度 平成 
3 4 5 区分 2年度 

可 燃 物 207,560 213,760 211,600 224,380 

不 燃 物 123,080 123,340 119,480 131,840 

一
方
、
ご
み
収
集
に
つ
い
て
は
、
順
調
に
処
理
さ
れ
て
い
る

が
、
近
年
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
ご
み
の
排
出
も
増
え

て
き
て
お
り
、
粗
大
ご
み
な
ど
の
分
別
と
収
集
と
も
併
わ
せ
て
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
国
道
を
は
じ
め
と
す
る
各
道
路
に
お
い
て
、
広
場
や
道

路
下
へ
の
ビ
ン
・
カ
ン
の
投
げ
捨
て
も
多
く
、
役
場
の
職
員
に
よ

る
奉
仕
作
業
、
両
河
川
水
系
の
清
流
を
守
る
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ

る
、
河
川
を
中
心
と
し
た
奉
仕
作
業
な
ど
続
け
て
い
る
が
、
各
ド

ラ
イ
バ
ー
も
マ
ナ
ー
を
守
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
し
尿
・
ご
み
収
集
業
務
は
、
平
成
六
年
度
か
ら
「
株
式
会

社
み
か
わ
」
が
こ
れ
に
当
た
り
、
従
業
員
も
移
行
さ
れ
、
社
員
と

し
て
安
定
し
た
職
場
で
働
く
こ
と
が
で
き
、
事
業
も
順
調
に
運
営

さ
れ
て
い
る
。
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三

火

葬

場

火
葬
場
は
、
従
来
川
下
三
か
村
を
対
象
に
、
美
川
村
七
鳥
の

「
高
霊
殿
」
で
火
葬
の
処
理
運
営
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
昭
和
五

四
年
度
に
、
小
田
町
を
除
く
郡
内
の
四
か
町
村
が
共
同
で
「
久
万

斎
場
」
を
建
設
し
て
か
ら
現
在
ま
で
は
、
上
浮
穴
生
活
環
境
事
務
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火葬場利用状況(久万斎場)

年 度 2 3 4 5 

件 数 38 45 28 35 

組
合
に
よ
っ
て
、
そ
の
処
理
運
営
が
行
わ
れ

て
き
て
い
る
。

て
い
る
。
最
近
の
本
村
の
斎
場
利
用
状
況
は

次
表
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

四

畜
犬
登
録

畜
犬
登
録
及
び
狂
犬
病
予
防
接
種
は
、
こ

こ
一
〇
年
間
横
ば
い
状
態
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
新
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
等
に
よ
り
、

(単位 頭)

昭
和
六
〇
年
か
ら
、
そ
れ
ま
で
年
二
回
の
狂
犬
病
予
防
接
種
が
年

一
回
と
な
り
、
飼
い
主
の
負
担
軽
減
の
結
果
、
登
録
数
と
予
防
接

種
数
に
開
き
が
あ
っ
た
も
の
が
、
改
善
さ
れ
て
き
て
い
る
。

未
登
録
犬
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
三
年
に
一
回
、
各
組
長
の
調

査
票
を
も
と
に
、
台
帳
の
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
、
春
に
一
回
目

の
畜
犬
登
録
等
の
実
施
、
秋
に
未
登
録
犬
の
飼
い
主
へ
の
個
別
通

知
等
に
よ
る
追
加
実
施
に
よ
り
、
未
登
録
犬
の
な
い
よ
う
努
め
て

い
る
。

野
犬
対
策
に
つ
い
て
も
、
野
犬
及
び
不
用
犬
の
買
い
上
げ
を

行
っ
て
い
る
が
、
飼
い
主
へ
の
指
導
等
に
よ
り
、
飼
い
犬
の
被
害

数
、
野
犬
数
は
年
々
減
少
す
る
傾
向
に
あ
り
、
買
上
げ
数
も
減
っ

畜犬登録及び狂犬病予防注射実施状況

二三 登録数 
狂犬病予防注射 野 犬 対 策 

前 期 後 期 買上げ犬 捕獲犬 計 

昭和 59 252 238 222 29 8 37 

60 243 244 7 23 30 

61 206 206 1 37 38 

62 211 212 9 27 36 

63 216 216 7 41 48 

平成 元 224 224 8 39 48 

2 210 208 0 40 40 

3 214 208 0 37 37 

4 212 212 1 12 13 

5 205 205 0 15 15 
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